
  

生駒市規則第３１号 

生駒市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関す

る規則をここに公布する。 

平成２４年９月２７日 

 

生駒市長 山下 真 

 

生駒市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に

関する規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）、障害者

自立支援法施行令（平成１８年政令第１０号）、障害者自立支援法施行規則（

平成１８年厚生労働省令第１９号）及び障害者自立支援法に基づく指定計画相

談支援の事業の人員及び運営に関する基準（平成２４年厚生労働省令第２８号

）並びに児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）、児童福祉法施行令（昭和

２３年政令第７４号）、児童福祉法施行規則（昭和２３年厚生省令第１１号）

及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基

準（平成２４年厚生労働省令第２９号）に定めるもののほか、指定特定相談支

援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

（定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

(1) 指定特定相談支援事業者 障害者自立支援法第５１条の１７第１項第１

号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。 



  

(2) 指定障害児相談支援事業者 児童福祉法第２４条の２６第１項第１号に

規定する指定障害児相談支援事業者をいう。 

（指定の申請等） 

第３条 障害者自立支援法第５１条の２０第１項及び児童福祉法第２４条の２８

第１項の申請は、指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定（

更新）申請書（様式第１号）に市長が別に定める書類を添付して行うものとす

る。 

２ 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定を受けた者

は、その旨を当該指定に係る事業所の入口その他公衆の見やすい場所に掲示す

るものとする。 

（指定の更新の申請等） 

第４条 障害者自立支援法第５１条の２１第２項において準用する同法第５１条

の２０第１項及び児童福祉法第２４条の２９第４項において準用する同法第２

４条の２８第１項の申請は、指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事

業所指定（更新）申請書に市長が別に定める書類を添付して行うものとする。 

（変更の届出等） 

第５条 障害者自立支援法第５１条の２５第３項及び児童福祉法第２４条の３２

第１項の規定による届出は、変更に係るものにあっては変更届出書（様式第２

号）により、事業の再開に係るものにあっては再開届出書（様式第３号）によ

り行うものとする。 

２ 障害者自立支援法第５１条の２５第４項及び児童福祉法第２４条の３２第２

項の規定による届出は、廃止・休止届出書（様式第４号）により行うものとす

る。 

（公示） 

第６条 障害者自立支援法第５１条の３０第２項及び児童福祉法第２４条の３７



  

の規定による公示は、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者

の指定、事業の廃止の届出又は指定の取消し（以下この条において「指定等」

という｡)に係る次に掲げる事項について行うものとする。 

(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の

名称及び主たる事務所の所在地 

(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地 

(3) 指定等の年月日 

(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類 

(5) 事業の主たる対象者 

(6) 事業所番号 

(7) その他市長が必要と認める事項 

（施行の細目） 

第７条 この規則に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児

相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２４年１０月１日から施行する。ただし、次項の規定は、

公布の日から施行する。 

 （準備行為） 

２ 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定の申請は、こ

の規則の施行の日前においても行うことができる。 



生駒市長　殿
　申請者 所在地
（設置者） 名　称

代表者 印

実施
事業

　　　　　　　　　

　　　　　　　　　

（郵便番号　　　　　　　―　　　　　　）

受付番号

事業所番号 指定年月日

　指定申請をする事業の

　　　　　　　　　

（郵便番号　　　　　　　―　　　　　　）

　　　　年　　月　　日

介護保険法の介護予防支援事業の指定を受けている場合は記載してください。

事業所番号

事業所番号

指定年月日

指定年月日

事業の種類

既に地域相談支援事業（地域移行支援）の指定を受けている場合は記載してください。

法人所轄庁

氏　　　　　名

フ　リ　ガ　ナ

　　５　　「障害児相談支援事業」の指定を申請する場合は、「特定相談支援事業」の申請も併せて行ってください。

　　１　　「受付番号」欄には記載しないでください。

　　２　　「法人である場合その種別」欄には、「社会福祉法人」「医療法人」「社団法人」「財団法人」「株式会社」「有限会社」等の別を記載して
　　　ください。

　　３　　「法人所轄庁」欄には、申請者が認可法人である場合に、その主務官庁の名称を記載してください。

　　４　　「実施事業」欄には、今回申請をする相談支援事業の種類に「○」を記載してください。

備考

申
請
者

（
設
置
者

）

フ　　リ　　ガ　　ナ

名　　　　　　　称

代 表 者 の 住 所
（郵便番号　　　　　　　―　　　　　　）

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

付表

既に地域相談支援事業（地域定着支援）の指定を受けている場合は記載してください。

事業所番号 指定年月日

障害児相談支援事業

指
定

（
更
新

）
を
受
け
よ
う

と
す
る
事
業
の
種
類

名　　　　　称

介護保険法の居宅介護支援事業の指定を受けている場合は記載してください。

事業所の所在地

フ　リ　ガ　ナ

事業所番号 指定年月日

　事業開始予定年月日

既に特定相談支援事業の指定を受けている場合は記載してください。

様　　式

特定相談支援事業

代表者の職・氏名 職　　　　　名

付表

備　　考

指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 所
指定障害児相談支援事業所

連絡先

様式第１号(第3条、第4条関係）

　　障害者自立支援法に規定する指定特定相談支援事業所及び児童福祉法に規定する指定障害児相談支
援事業所の指定（更新）を受けたいので、下記のとおり、関係書類を添えて申請します。

指定（更新）申請書

電話番号

主たる事務所の所在地

法人である場合その種別



生駒市長　殿
　事業者 所在地

名　称
代表者 印

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

様式第2号(第5条関係）

　　　　年　　月　　日

 　　　　次のとおり指定を受けた内容を変更したので届け出ます。

代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

指定内容を変更した事業所

事業所の名称 （変更前）

　　　　　　　３　　変更した日から10日以内に届け出てください。

事 業 所 番 号

名 称

所 在 地

事業所の所在地

申請者の名称

主たる事務所の所在地

　　　　　備考

　　　　　　　２　　変更内容がわかる書類を添付してください。
　　　　　　　１　　該当項目番号に「○」を記載してください。

定款、寄付行為等及びその登記事項証
明書又は条例等（当該指定に係る事業に
関するものに限る。）

事業所の平面図

役員の氏名、生年月日及び住所

　　　　年　　月　　日変更年月日

事業所の管理者の氏名、生年月日、住所
及び経歴

事業所の相談支援専門員の氏名、生年
月日、住所及び経歴

主たる対象者

運営規程

相談支援給付費の請求に関する事項

　　　変　更　届　出　書

（変更後）

変更の内容変更があった事項



生駒市長　殿
　事業者 所在地

名　称
代表者 印

様式第3号(第５条関係）

　　　再　開　届　出　書

　　　　　　　２　　再開した日から10日以内に届け出てください。

　　　　年　　月　　日

 　　　　次のとおり事業の再開をしたので届け出ます。

再開した年月日 　　　　　年　　　月　　　日

再開した事業所

事 業 所 番 号

　　　　　　　１　　当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態が休止前と異なる場合には、勤務体制・
　　　　　　　　形態一覧表を添付してください。

　　　　　備考

名 称

所 在 地



生駒市長　殿
　事業者 所在地

名　称
代表者 印

廃止・休止しようとする年月日

廃止・休止しようとする理由

廃止・休止しようとする事業所

事 業 所 番 号

様式第4号(第5条関係）

　　　　廃　止　・　休　止　届　出　書

　　　　年　　月　　日

 　　　　次のとおり事業の廃止・休止をするので届け出ます。

名 称

所 在 地

　　　　年　　月　　日

現に指定計画相談支援又は
指定障害児相談支援を受け
ていた者に対する措置

　　　　　備考　廃止・休止しようとする日の1月前までに届け出てください。

休止予定期間 　　　　年　　月　　日～　　　　年　　月　　日




